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はじめに 

 

 この手引書は、健康増進法及び郡山市特定給食施設等指導実施要綱に基づき郡山市が規定す

る特定給食施設及び小規模特定給食施設に関する各種届出や、特定給食施設等での適切な栄養

管理を行う上で必要な事項をまとめたものです。 

 特定給食施設等に必要な手続きを行う際は、この手引書をご確認ください。 

 各種届出様式及び報告書様式については、郡山市のウェブサイトからダウンロードすること

ができます。 
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（１）特定給食施設の定義                            

  特定給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に１回 100 食以上又は１日 250 食 

以上の食事を供給する施設をいいます。(健康増進法第 20 条第１項、健康増進法施行規則第５条) 

 

（２）特定給食施設等の分類                           

①特定給食施設（健康増進法第 20 条第１項、健康増進法施行規則第５条） 

郡山市では、健康増進法に基づき、以下の基準を満たす施設を「特定給食施設」として 

います。 

<特定給食施設基準> 

●喫食者が特定される。 

●６か月以上継続的に食事を供給している。 

  ●１回 100 食以上又は１日 250 食以上の食事を供給している。 

  ※上記の基準を満たし、施設外の弁当業者等と契約し、弁当等を供給する場合も含みます。 

  ※週１～２回の供給であっても該当となります。 

◎指定特定給食施設（健康増進法第 21 条第１項、健康増進法施行規則第７条） 

特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要な給食施設（ア・イ）として保健所長が指定 

する施設を「指定特定給食施設」といいます。 

ア．医学的な管理を必要とする人に食事を供給する特定給食施設（病院・介護老人保健施 

設・介護医療院）であって、継続的に１回 300 食以上又は１日 750 食以上の食事を 

供給する施設。 

※食数：病院は許可病床数、介護老人保健施設・介護医療院は入所定数とします。 

   イ．ア以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、 

継続的に１回 500 食以上又は１日 1500 食以上の食事を供給する施設。 

指定特定給食施設には、「指定特定給食施設通知書」が交付され、変更届出書等により 

指定基準に該当しないことが確認された場合は、「指定特定給食施設取消通知書」が 

交付されます。 

  ②小規模特定給食施設（郡山市特定給食施設等指導実施要綱第２条） 

喫食者が特定され、６か月以上継続的に１回 20 食以上又は１日 50 食以上の食事を供給 

する施設を「小規模特定給食施設」としています。 

  ※①・②に該当しない施設は届出・報告等の義務はありませんが、必要に応じて相談対応等を 

行っています。 

 

（３）特定給食施設等の役割・設置者の責務                    

 ＜役割＞ 

特定給食施設等は、特定かつ多数の人に継続的に食事を供給する施設であり、地域住民の健康の 

維持・増進や生活の質を向上させるために重要な役割を担っています。単に給食を提供するだけで

なく、喫食者の健康管理という視点を持って運営管理をすることが求められます。 

＜設置者の責務＞ 

設置者とは、当該施設を設置する最高責任者です。栄養士・管理栄養士の配置や、施設の運営等

の責任を持ちます。健康増進法における給食施設の栄養管理に関する事項は、当該施設の設置者に

義務付けられています。
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（４）特定給食施設等の届出及び報告                           

①届 出 

   特定給食施設・小規模特定給食施設が給食を実施する場合、施設の設置者は、特定給食施 

設の諸届出書の提出が必要です。 

（健康増進法第 20 条第１項・第２項、健康増進法施行規則第６条、郡山市健康増進法施行細則 

第７条・第８条、郡山市特定給食施設等指導実施要綱第３条） 

  ●特定給食施設設置届出書（給食を開始する場合）-ｐ10 

  ●特定給食施設届出事項変更届出書（届け出た内容に変更が生じた場合）-ｐ15 

  ●特定給食施設休止(廃止)届出書（給食を休止又は廃止する場合）-ｐ17 

  ※休止届出書の提出後は、休止の予定期間が終了した時点で給食の開始とします。休止期間が 

未定の場合や休止期間が変更となった場合には、給食開始日を御連絡ください。 

  ※各届出書ともに事実が発生する日から前後１か月以内に提出が必要です。 

※提出先：郡山市保健所健康づくり課  

〒963-8024 郡山市朝日二丁目 15 番 1 号（郵送の場合） 

E-mail：kenkoudukuri@city.koriyama.lg.jp（メールの場合） 

②報 告 

  特定給食施設の設置者又は管理者（学校・小規模特定給食施設を除く）は、毎年 11 月に実施

した給食の内容等に関して翌年１月末日までに「特定給食施設栄養管理状況報告書」(p24～)の

提出により報告してください。 

（健康増進法第 24 条第１項、郡山市特定給食施設等指導実施要綱第５条第１項） 

★届出書・報告書は市ウェブサイトからダウンロードできます。 

 

（５）管理栄養士・栄養士の配置について                         

特定給食施設の管理栄養士・栄養士の配置については、健康増進法第 21 条に基づき、下記のと

おり定められています。管理栄養士の配置義務のある施設で、管理栄養士の配置がない場合は健康

増進法により義務違反として罰則の対象となります。 

なお、健康増進法以外の法律等で、管理栄養士・栄養士の配置が定められている場合があるため、

各施設の関連法規についても併せて確認し、適切に配置する必要があります。 

①管理栄養士を置かなければならない施設 

 指定特定給食施設（ｐ２ア・イ）の設置者は当該給食施設に常勤の管理栄養士を置かなければ 

なりません。(健康増進法第 21 条第１項、健康増進法施行規則第７条) 

②栄養士又は管理栄養士を置くよう努めなければならない施設 

   特定給食施設（指定特定給食施設を除く）の設置者は、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄 

養士を置くように努めなければなりません。１回 300 食以上又は１日 750 食以上の食事を供 

給する施設の設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも１人は管理栄養士である 

よう努めなければなりません。(健康増進法第 21 条第２項、健康増進法施行規則第８条) 
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（６）栄養管理基準                                   

 健康増進法では、特定給食施設の設置者の責務において栄養管理基準に従って適切な栄養管理を

行わなければならないと規定されています。（健康増進法第 21 条第３項、同法施行規則第９条） 

栄養管理の運用上の留意点が通知により示されています。(厚生労働省通知「特定給食施設における

栄養管理に関する指導・支援等について」（令和２年３月 31 日付け健健発 0331 第２号） 

＜栄養管理基準＞ 

健康増進法施行規則 

第９条で定める 

栄養管理基準 

厚生労働省通知 

「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」 

別添２（令和２年３月 31 日付け健健発第 0331 第２号通知） 

１．当該特定給食施

設を利用して食事の

供給を受ける者（以

下「利用者」という。）

の身体の状況、栄養

状態、生活習慣等（以

下「身体の状況等」

という。）を定期的に

把握し、これらに基

づき、適当な熱量及

び栄養素の量を満た

す食事の提供及びそ

の品質管理を行うと

ともに、これらの評

価を行うよう努める

こと。 

第 2  

１．身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価に

ついて 

(1)利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等を 

定期的に把握すること。 

なお、食事の摂取状況については、可能な限り、給食以外の食事の状

況も把握するよう努めること。 

(2) (1)で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提 

供に関する計画を作成すること。 

 なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提 

供や量の調整を行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供でき 

るよう、工夫すること。 

複数献立とする場合には、各献立に対して給与栄養量の目標を設定 

すること。 

(3)(2)で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び提供を行う

こと。 

(4)(3)で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体 

状況の変化を把握するなどし、これらの総合的な評価を行い、その結 

果に基づき、食事計画の改善を図ること。 

(5)なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並 

びに肥満及びやせに該当する者の割合の変化を参考にすること。 

ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が他に 

ある場合はこの限りではない。 

２．食事の献立は、

身 体 の状 況 等 の ほ

か、利用者の日常の

食事の摂取量、嗜好

等に配慮して作成す

るよう努めること。 

２ 提供する食事（給食）の献立について 

(1)給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める

給食の割合、嗜好等に配慮するとともに、料理の組合せや食品の組合

せにも配慮して作成するよう努めること。 

(2)複数献立や選択食（カフェテリア方式）のように、利用者の自主性

により料理の選択が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを

提示するよう努めること。 

３．献立表の掲示並

びに熱量及びたんぱ

く質、脂質、食塩等

の主な栄養成分の表

示等により、 

利用者に対して、栄

養に関する情報の提

供を行うこと。 

３ 栄養に関する情報の提供について 

(1)利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主

要栄養成分の表示を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行

うこと。 

(2)給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を 

送るために必要な知識を習得する良い機会であるため、各々の施設

の実情に応じ利用者等に対して各種の媒体を活用するなどにより知

識の普及に努めること。 
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４．献立表その他必

要な帳簿類等を適正

に作成し、当該施設

に備え付けること。 

４ 書類の整備について 

(1)献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況な

ど栄養管理の評価に必要な情報について適正に管理すること。 

(2)委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよ

う委託契約書等を備えること。 

５．衛生の管理につ

いては、食品衛生法

その他関係法令の定

めるところによるこ

と。 

５ 衛生管理について 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛 

生法（昭和 22 年法律第 233 号）、「大規模食中毒対策等について」 

（平成 9 年 3 月 24 日付け衛食第 85 号生活衛生局長通知）の別 

添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めると 

ころによること。 

 第３ 災害等の備え 

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行

うため、平時から災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理

など、体制の整備に努めること。 

 

（７）栄養指導員による特定給食施設等指導・助言                       

  栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有する保健所の職員のうちから栄養指導員として、

市長の任命を受けた者であり、特定給食施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言

を行います。（健康増進法第 18 条１～３項、同法第 19 条） 

  なお、特定給食施設等における指導は、健康増進法第 18 条第１項第２号、第 22 条及び厚生

労働省通知「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」（令和２年 3 月 31日

付け健健発 0331 第２号）に基づき実施するものです。 

＜指導・助言方法＞ 

方 法 内  容 実施時期 

個 別 指 導 

（巡回指導） 

・給食施設の栄養管理や栄養指導等について、施設に訪問し、 

指導・助言を実施します。 

・巡回指導を実施する際は、実施通知に併せ、設置者又は管理者に

「給食施設栄養管理点検票」（p41～）の作成を依頼し、当日の

資料とします。また、その結果は「給食施設栄養管理指導票」

(p57)により設置者に通知します。 

年 間 計 画 で

実施 

（その他の個別指導） 

・電話・来所による相談・指導・助言等を実施します。 
随時 

集 団 指 導 

・特定給食施設等における給食管理者、給食業務従事者（管理栄養 

士、栄養士、調理師、養護教諭、給食主任等）及び教育委員会担 

当者等を対象として、研修会を開催します。 

年１回以上 

※巡回指導の実施時期は、事前に各施設に通知します。 
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（８）勧告・命令・罰則・立入検査                            

 ①勧告・命令・罰則 

健康増進法では、特定給食施設の以下の違反に対し、当該施設の設置者に対する勧告・命令・罰

則について規定されています。 

ア．指定特定給食施設であって管理栄養士を配置しない場合 

イ．特定給食施設であって適切な栄養管理を行わない場合 

これらの違反がある場合、当該施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を

行うよう勧告することができます。（健康増進法第 23 条第 1 項） 

また、勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらな

かったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるこ

とができます。（健康増進法第 23 条第 2 項） 

さらに、命令に違反した場合は、罰則（50 万円以下の罰金）を適用します。 

（健康増進法第 72 条第 1 項） 

②立入検査 

都道府県知事は、第 21 条第１項又は第 3 項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要

があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、

又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。（健康増進法第 24 条第 1 項） 
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（参考 1） 
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(参考 2) 

特定給食施設等届出等早見表 

1.特定給食施設（健康増進法） 

 

 

特定給食施設 
（指定特定給食施設） 

特定給食施設 

①病院等で 1 回 300 食以上又は 
1 日 750 食以上供給する施設 

②①以外の施設で 1 回 500 食以 
上又は 1 日 1,500 食以上供給 
する施設 

③1 回 100 食以上又は 1 日 
250 食以上供給する施設 
（①・②を除く） 

届

出 

特定給食施設設置届出書 〇 〇 

特定給食施設届出事項 
変更届出書 

● ● 

特定給食施設休止（廃止） 
届出書 

● ● 

報

告 

特定給食施設 
栄養管理状況報告書 

〇 〇 

毎年 11 月分を翌年 1 月末日までに提出 

管理栄養士の配置 置かなければならない 

置くように努めなければならない 

※病院等以外で 1 回 300 食以上又は 
1 日 750 食以上の食事を提供する
場合、少なくとも 1 人は管理栄養士
であるよう努めなければならない 

栄養士の配置 ― 置くように努めなければならない 

栄養管理基準の遵守 栄養管理基準に従い実施しなければならない 

 

 

2.小規模特定給食施設（郡山市特定給食施設等指導実施要綱） 

 小規模特定給食施設 

④1 回 20 食以上又は 1 日 50 食 
以上供給する施設 

（①・②・③を除く） 

届

出 

特定給食施設設置届出書 〇 

特定給食施設届出事項 
変更届出書 

● 

特定給食施設休止（廃止） 
届出書 

● 

報

告 

特定給食施設 
栄養管理状況報告書 

提出は不要 

管理栄養士の配置 
関係法律等の規定による 

栄養士の配置 

栄養管理基準の遵守 栄養管理基準に準じて実施する 

〇＝提出が必要 

●＝状況に応じて提出が必要 
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２．郡山市健康増進法施行細則に規定  

する各種届出書様式 
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第１号様式（第７条関係） 

特定給食施設設置届出書 

 

   年   月   日 

郡山市保健所長 

設置者 住所                        

                   

氏名 

 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名） 

 

電話番号 （    ）   － 

 

下記のとおり特定給食施設を設置しましたので、健康増進法第 20 条第１項の規定により

届け出ます。 

 

記 

 

給 食 施 設 の 名 称 

ふりがな 

 

 

 

給食施設の所在地  

 

 

 

給 食 施 設 の 種 類 

 

 

 

給食の開始日又は開始予定日 年        月       日 

１日の予定給食数及び 

各食ごとの予定給食数 

朝食 昼食 夕食 その他 合計 

     

管理栄養士及び栄養士の員数 

管理栄養士 栄養士 
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（別紙）                

給食施設名                 

 

給食施設の名称 配食先施設名 

１日の予定給食数及び 

各食ごとの予定給食数 
定員数 

朝食 昼食 夕食 その他 合計 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

合 計 
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― 

特定給食施設等を設置・開始する場合は、事業を開始する日から前後１か月以内に、

特定給食施設設置届出書を、保健所（健康づくり課）へ提出してください。 

 

 

特定給食施設設置届出書 
   年   月   日 

郡山市保健所長 

設置者 住所                   

氏名 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名） 

電話番号 （    ）   － 

下記のとおり特定給食施設を設置しましたので、健康増進法第 20 条第１項の規定により届け

出ます。 

記 

給食施設の名称 

ふりがな        

 

給食施設の所在地 
 

給食施設の種類 

 

 

 

 

      
 

給食の開始日又は開始予定日 ● 年        ● 月       ● 日 

１日の予定給食数及び 

各食ごとの予定給食数 

朝食 昼食 夕食 その他 合計 

管理栄養士及び栄養士の員数 

管理栄養士 栄養士 

 

 

 

 

 

 

 

＜記入例（特定給食施設設置届出書）＞ 
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調理した給食を他の施設へ提供している場合はこちらの用紙に記入し、特定給食施設

設置届出書と一緒に提出してください。 

 

                        給食施設名             

 

 

 

 

給食施設の名称 配食先施設名 

１日の予定給食数及び 

各食ごとの予定給食数 定員数 

朝食 昼食 夕食 その他 合計 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

       

 

 

 

       

合計 

      

 

 

 

 

 

 
  

 

＜記入例（別紙）＞ 
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別表（給食施設の種類） 

種類 該当施設 根拠法令等 

学 校 

公立学校、私立学校、公立幼稚園、私

立幼稚園、各種学校、幼稚園型認定こ

ども園 

・学校教育法第１条に規定する学校、第 124 条

に規定する専修学校及び第 134 条第１項に

規定する各種学校 

・学校給食法第６条に規定する学校給食共同調

理場 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第２条第６項

に規定する認定こども園（当該施設が幼稚園

である場合） 

病 院 病院 ・医療法第１条の５第１項に規定する病院 

介護 老人 保健

施 設 
介護老人保健施設 

・介護保険法第８条第 28 項に規定する 

介護老人保健施設 

介 護 医 療 院 介護医療院 
・介護保険法第８条第 29 項に規定する 

介護医療院 

老人 福祉 施設 

特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、老人短期入所施設、老人

介護支援センター、老人福祉センタ

ー、軽費老人ホーム、養護老人ホーム 

・老人福祉法第５条の３に規定する施設 

児童 福祉 施設 

認可保育所、助産施設、乳児院、母子

生活支援施設、児童厚生施設、児童養

護施設、障害児入所施設、児童発達支

援センター、児童心理治療施設、児童

自立支援施設、児童家庭支援センタ

ー、幼保連携型認定こども園、保育所

型認定こども園、地方裁量型認定こど

も園等 

・児童福祉法第７条に規定する施設 

・社会福祉法第２条に規定する事業に係る 

施設で児童福祉に関するもの 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合 

的な提供の推進に関する法律第２条第６項 

に規定する認定こども園（当該施設が幼稚園 

である場合を除く） 

社会 福祉 施設 

救護施設、更生施設、医療保護施設、

授産施設、宿所提供施設、身体障害者

福祉センター、補装具製作施設、盲導

犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施

設、障害者支援施設、婦人保護施設等 

・生活保護法第 38 条に規定する施設 

・身体障害者福祉法第５条第１項に規定する施設  

・売春防止法第 36 条に規定する施設 

・社会福祉法第２条に規定する事業に係る施設 

で社会福祉に関するもの 

事 業 所 事業所 ・労働基準法別表１に規定する事業所 

寄 宿 舎 学生又は労働者の寄宿施設 ・学生又は労働者を寄宿させる施設 

矯 正 施 設 
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、

少年鑑別所 

・刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法 

律第３条に規定する刑事施設 

・少年院法第４条に規定する少年院 

・少年鑑別所法第 3 条に規定する少年鑑別所 

自 衛 隊 自衛隊  

一 般 給 食 

セ ン タ ー 

特定した施設（複数の場合も含む。）

に対して継続的に食事を供給してい

る施設 

 

そ の 他 

上記に含まれない施設。 

[警察学校、認可外保育所、有料老人 

ホーム、診療所等] 
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第２号様式（第８条関係） 

特定給食施設届出事項変更届出書 

 

   年   月   日 

郡山市保健所長 

設置者 住所                        

                   

氏名 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名） 

 

電話番号 （    ）   － 

 

下記のとおり健康増進法第 20 条第１項の規定により届け出た事項に変更がありました

ので、同条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

変 更 事 項 

１ 給食施設の名称 ２ 給食施設の所在地 

３ 設置者の氏名 ４ 設置者の住所 

５ 給食施設の種類 ６ 給食の開始予定日 

７ １日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

８ 管理栄養士の員数 ９ 栄養士の員数 

変 
 

更 
 

の 
 

内 
 

容 

変 更 前 

 

 

 

 

 

変 更 後 

 

 

 

 

 

変 更 年 月 日      年      月      日 

備考 ｢変更事項｣欄は、該当するものの番号を○で囲んでください。 

給食施設の名称：                 （電話番号：       ）  
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特定給食施設等で届出をしている内容に変更が生じた場合は、変更の日から

前後１か月以内に特定給食施設届出事項変更届出書を保健所（健康づくり課）に

提出してください。 

 

特定給食施設届出事項変更届出書 

   年   月   日 

郡山市保健所長 

設置者 住所                   

氏名 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名） 

電話番号 （    ）   － 

下記のとおり健康増進法第 20 条第１項の規定により届け出た事項に変更がありましたので、

同条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

変 更 事 項 

１ 給食施設の名称 ２ 給食施設の所在地 

３ 設置者の氏名 ４ 設置者の住所 

５ 給食施設の種類 ６ 給食の開始予定日 

７ １日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

８ 管理栄養士の員数 ９ 栄養士の員数 

変 
 

更 
 

の 
 

内 
 

容 

変 更 前 

変 更 後 

変 更 年 月 日 ○ 年      ○ 月      ○ 日 

 

＜記入例（特定給食施設届出事項変更届出書）＞ 

 

給食施設の名称：                 （電話番号：       ）  
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第３号様式（第８条関係） 

 

特定給食施設休止（廃止）届出書 

 

   年   月   日 

郡山市保健所長 

設置者 住所                        

                   

氏名 

 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名） 

 

電話番号 （    ）   － 

 

下記のとおり特定給食施設を休止（廃止）しましたので、健康増進法第 20 条第２項の規

定により届け出ます。 

 

記 

 

給 食 施 設 の 名 称 

ふりがな 

 

給 食 施 設 の 所 在 地   

給食施設の休止の予定期間  年  月  日から     年  月  日まで 

給食施設を廃止した年月日  年     月     日 

給食施設を休止（廃止）した理由   
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給食施設を休止(廃止)する場合は、事業の休止(廃止)する日から前後１か月 

以内に特定給食施設休止(廃止)届出書を保健所（健康づくり課）へ提出してくだ

さい。 

※休止届出書の提出後は、休止の予定期間が終了した時点で給食の開始とします。 

休止期間が未定の場合や休止期間が変更となった場合には、給食開始日の御連絡を 

お願いします。 
 

特定給食施設休止（廃止）届出書 

年   月   日 

郡山市保健所長 

設置者 住所                   

氏名 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名） 

電話番号 （    ）   － 

下記のとおり特定給食施設を休止（廃止）しましたので、健康増進法第 20 条第２項の規定に

より届け出ます。 

記 

給 食 施 設 の 名 称 

ふりがな   

給 食 施 設 の 所 在 地 
 

給食施設の休止の予定期間 
○ 年  ○ 月  ○ 日から   ● 年 ● 月 ● 日まで 

給食施設を廃止した年月日 
◎ 年    ◎ 月   ◎ 日 

給食施設を休止（廃止）した理由  

 

 

＜記入例（特定給食施設休止(廃止)届出書）＞ 
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３．郡山市特定給食施設等指導実施 

要綱及び要綱に規定する報告書 

並びに各種様式 
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郡山市特定給食施設等指導実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、特定給食施設等に対する指導及び助言について必要な事項を定め、給

食を通して市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 特定給食施設等 学校、病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、児童

福祉施設、社会福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センターその

他の特定かつ多数の者に対して継続的に６か月以上食事を供給する施設で次号から第

４号までに掲げるものをいう。 

(2) 特定給食施設 健康増進法（平成14年法律第103号。以下「法」という。）第20条第

１項に規定する特定給食施設をいう。 

(3) 指定特定給食施設 前項に規定する特定給食施設のうち、法第21条第１項に規定す

る特別な栄養管理が必要なものとして保健所長が指定する施設をいう。 

(4) 小規模特定給食施設 法第18条第１項第２号に規定する施設のうち、１回20食以上

又は１日50食以上の食事を供給する施設をいう。 

 （特定給食施設等の届出） 

第３条 郡山市健康増進法施行細則（平成15年郡山市規則第52号。以下「細則」という。）

第７条及び第８条の規定は、小規模特定給食施設の届出について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「特定給食施設」とあるのは「小規模特定給食施設」と読み替える

ものとする。 

２ 細則第７条及び第８条第１項（前項において準用する場合を含む。）に規定する届出に

より届け出る管理栄養士及び栄養士の数は、常勤者（当該施設の就業規則により勤務所属

し、主に当該施設の栄養管理業務を担当する者をいう。）の数とし、非常勤及び他の施設

の兼務職員は含まない。 

３ 細則第８条第１項（第１項において準用する場合を含む。）に規定する届出により届け

出る食数は、年間の平均食数とする。ただし、当該食数の届出は、特定給食施設等の区分

に変更がある場合とする。 

 （指定） 

第４条 法第21条第１項の規定による指定は、指定特定給食施設通知書（第１号様式）に

より行うものとする。 

２ 保健所長は、前項の規定による指定を取り消すときは、指定特定給食施設取消通知書

（第２号様式）により行うものとする。 

 （特定給食施設の栄養管理状況報告） 

第５条 法第24条第１項に規定する報告は、特定給食施設の設置者若しくは管理者（以下

「設置者等」という。）が毎年１回、特定給食施設栄養管理状況報告書（第３号様式）を

保健所長に提出して行うものとする。 

２ 保健所長は毎年１回、健康増進を目的とした学校、保育所、幼稚園、事業所、寄宿舎等

の特定給食施設の設置者等に、肥満及びやせに該当する者の割合について栄養管理状況

の調査を行うものとする。 
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 （指導及び助言） 

第６条 法第18条第１項第２号及び第22条の規定に基づき栄養指導員が行う特定給食施

設等に対する指導及び助言は、巡回指導等の個別指導及び集団指導における年間及び月

間の指導計画及び指導目標を策定し実施する。 

２ 巡回指導に際しては、あらかじめ設置者等に対し、当該指導の通知と併せて給食施設栄

養管理点検票（第４号様式）の作成を依頼し、当該指導時の資料とする。 

３ 第１項に規定する指導及び助言の実施については、別に定めるものとする。 

 （帳簿等） 

第７条 健康増進法施行規則（平成15年省令第86号。）第９条第４号の規定により特定給

食施設の設置者等が当該施設に備え付ける帳簿等は、次に掲げるとおりとする。第２条第

４号に規定する小規模特定給食施設についても同様とする。 

(1) 業務分担表その他栄養管理運営に関するもの 

(2) 人員構成表その他喫食対象者の健康状況等に関するもの 

(3) 献立表その他栄養管理及び食事管理に関するもの 

(4) 栄養指導記録簿その他栄養教育及び栄養指導の実施に関するもの 

(5) 検収簿その他食材料、器具等の管理に関するもの 

(6) 検食簿その他品質管理及び生産管理に関するもの 

(7) 委託契約書その他委託契約及び労務管理に関するもの 

(8) その他給食に関する帳簿等 

 （指導結果の報告） 

第８条 保健所長は、給食施設栄養管理指導票（第５号様式）により、巡回指導の結果を当

該施設の設置者等に交付する。 

 （勧告及び命令） 

第９条 法第23条第１項に規定する勧告は、特定給食施設改善勧告書（第６号様式）によ

り行うものとする。 

２ 法第23条第２項の規定による措置命令は、特定給食施設改善命令書（第７号様式）に

より行うものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成17年12月15日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 22 年５月 21 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月 25 日から施行する。 
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第１号様式（第４条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

指定特定給食施設通知書 

 

 

指定番号    第       号 

 

 

         設置者    住  所 

 

          氏  名 

 

 

       （法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）   

 

施 設 の 名 称        

施設の所在地  

施 設 の 種 類        

 

 

 上記の施設を健康増進法第 21 条第１項の規定により、管理栄養士を置かなければならな

い特定給食施設として指定します。 

 

 

 

 年  月  日 

 

 

 

                郡山市保健所長         印 
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第２号様式（第４条関係） 

 

 

指定特定給食施設取消通知書 

 

 

 

         設置者    住  所 

 

          氏  名 

 

 

            （法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

施 設 の 名 称        

施設の所在地  

施 設 の 種 類        

 

 

 

 上記の施設に対する、健康増進法第 21 条第１項の規定による管理栄養士を置かなければ

ならない特定給食施設としての指定を取り消します。 

 

 

 

 

年  月  日 

 

 

 

                              郡山市保健所長            印 
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特定給食施設栄養管理状況報告書の様式区分 

特定給食施設（１回 100 食以上または１日 250 食以上の食事を供給する施設）に該当

する場合は、毎年１回 11 月に実施した給食について、翌年１月末日までに特定給食施

設栄養管理状況報告書[第３号様式（その１～その４）]を提出してください。施設ごと

の報告書様式は下記のとおりです。※市立小中学校を除く。 

 

施設種類 該当施設 様式の区分 

病院 病院 第３号様式（その１）ｐ25 

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

第３号様式（その２）ｐ29 

介護医療院 介護医療院 

老人福祉施設 

特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、老人短期入所施設、老人

介護支援センター、老人福祉センタ

ー、軽費老人ホーム、養護老人ホーム 

社会福祉施設 

救護施設、更生施設、医療保護施設、

授産施設、宿所提供施設、身体障害者

福祉センター、補装具製作施設、盲導

犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施

設、障害者支援施設、婦人保護施設等 

児童福祉施設 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、

児童厚生施設、児童養護施設、障害児

入所施設、児童発達支援センター、児

童心理治療施設、児童自立支援施設、

児童家庭支援センター 

第３号様式（その２）ｐ29 

認可保育所、幼保連携型認定こども

園、保育所型認定こども園、地方裁量

型認定こども園 

第３号様式（その３）ｐ33 

学校 
私立学校、各種学校 第３号様式（その４）ｐ37 

私立幼稚園、幼稚園型認定こども園 第３号様式（その３）ｐ33 

事業所 事業所 

第３号様式（その４）ｐ37 

寄宿舎 学生又は労働者の寄宿施設 

矯正施設 
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、

少年鑑別所 

自衛隊 自衛隊 

一般給食センター 

特定した施設（複数の場合も含む。）

に対して継続的に食事を供給してい

る施設 

その他 

(上記に含まれ 

ない施設) 

警察学校、有料老人ホーム等 第３号様式（その４）ｐ37 

認可外保育所等 第３号様式（その３）ｐ33 
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第３号様式(その１)（第５条関係） 

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐

☐
☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐

☐
☐

☐ ☐ ☐
☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐ ☐
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☐

☐
☐ ☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐
☐µ

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
☐

☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
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第３号様式（その１）（第５条関係） 

特定給食施設栄養管理状況報告書（病院用）記入要領 
この報告書は、給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するために、健康増

進法第 24 条第１項の規定により報告を求めるものです。 

◎印が付いている項目は、１年間(前年 12 月から当該年 11 月まで)の内容を記入してください。 

提出期限 
毎年 11 月に実施した内容についての報告を１月末日までに１部提
出してください。 

報告者    
施設設置者又は管理者（当該施設長）とします。（給食を委託して
いる場合も、委託者である当該施設の設置者又は管理者が報告して
ください。） 

提出先 郡山市保健所長 

基本情報 

給食施設の名称 給食施設の正式名称（法人名）を記入してください。 

給食施設所在地 給食施設の所在地を記入してください。 

設置者又は管理者 設置者又は管理者（当該施設長）の職名と氏名を記入してください。 

電話・FAX 番号・E-mail 施設の電話・FAX 番号・E-mail アドレスを記入してください。 

１．給食の運営 

 給食の運営 
給食の運営方式について、該当するものにチェックを入れてくださ
い。該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、( )内に
記入してください。 

 委託先名称 委託している場合は、委託先の名称を記入してください。 

 委託内容 
委託している場合は、該当する委託内容にチェックを入れてくださ
い。該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に
記入してください。 

 

 
給食施設に委託契約書を
備えている 

該当するものにチェックを入れてください。 

２．給食従事者 

 

施設側、委託先別に職種毎に人数を記入してください。 

※管理栄養士及び栄養士人数については、有資格者であり栄養管理業務に従事している者を 

計上します。なお、管理栄養士である者は栄養士人数に含みません。 

※「常勤」とは、当該施設の就業規則による常勤をいいます。 

※栄養士と調理師など複数の資格を有する場合は、主たる業務で判断し、いずれかの職種に 

計上します。 

３．１日あたりの平均給食数と喫食時間 

 許可病床数 許可病床数を記入してください。 

 喫食時間  朝食・昼食・夕食の喫食時間を記入してください。 

 食数 区分毎に平均食数(朝食・昼食・夕食・合計)を記入してください。 

４．給食の概要 

 
(１)栄養管理部門の 

理念・方針・目標 
作成状況について、該当するものにチェックを入れてください。 
また、｢有｣の場合は、作成（最終改定）年月日を記入してください。 

◎ 
(２)-１給食や栄養管理 

についての会議 
該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の場合は、
１年間の開催回数を記入してください。 

 
(２)-２有の場合の 

構成員について 

給食や栄養管理についての会議を開催している場合は、その構成員
について、該当する選択肢にチェックを入れてください。選択
肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

◎ 
(３)診療報酬 

(栄養関係)の算定 

該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の場合で該
当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入
してください。 
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 (４)チーム医療への参画 
該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の場合で該
当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入
してください。 

 (５)非常時危機管理対策 
該当するものにチェックを入れてください。③非常時の備蓄で｢有｣
の場合は、備蓄内容の当てはまるところを、チェックまたは記入し
てください。 

 
(６)栄養・衛生関係帳簿 

の保管 
各項目の保管年数を記入してください。 

５-１．集団の栄養管理状況 

 (１)約束食事箋の有無 
該当するものにチェックを入れてください。｢有｣の場合は、作成（改
定）時期を記入し、見直し状況についても該当部分をチェックして
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)給与栄養目標量と 

給与栄養量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給与栄養目標量と給与栄養量の項目については、最も提供数が 

多い食種について報告してください。 

・給与栄養量は、11 月分について記入し、充足率を計算し記入し 

てください。 

・報告する食種や評価の実施状況の項目は、該当部分をチェック 

または、記入してください。その他の選択肢をチェックした場 

合は（ ）内に記入してください。 

・料理や食品の組合せについての評価は、以下の①～④につい 

て、重複や偏りがないか、④は季節の食材を適宜組み入れてい 

るか等も評価基準として考えられ、定期的に評価していれば、 

「実施」と判断します。 

①料理の組合せ：主食、主菜、副菜等 

②料理形式：和風、洋風、中華風等 

③料理方法：生、煮る、焼く、揚げる、炒める、蒸す、和える等 

④食品（食材）  

・野菜 1 人当たりの目標量と提供量（平均値）について、1 食分 

又は 1 日分を選択した上で記入してください（目標量を定めて 

いない場合は／（斜線）を入れる）。 

・野菜は、日本食品標準成分表の野菜を指し、きのこ類、藻類、 

いも類は含みません。 

・エネルギー産生栄養バランス（％エネルギー）は、以下の式で 

計算したものを記入してください。 

たんぱく質％エネルギー＝（たんぱく質エネルギー／総エネルギー）×１００ 

脂質％エネルギー＝（脂質エネルギー／総エネルギー）×１００  

炭水化物％エネルギー＝（炭水化物エネルギー／総エネルギー）×１００  

※炭水化物％エネルギー、たんぱく質％エネルギーは、炭水化物、 
たんぱく質１ｇ当たり４kcal、脂質％エネルギーは、脂質１ｇ 
当たり９kcal として上記の計算をしてください。 

 (３)情報提供 
健康管理に役立てるための情報提供として、該当するものにチェッ
クを入れてください。その他をチェックした場合は、（ ）内に記
入してください。 

 (４)集団栄養指導 11 月の状況を記入してください。 
◎ (５)嗜好調査 該当する部分をチェックまたは記入してください。 

５-２．個別の栄養管理状況 

 
該当するものにチェックまたは、記入をしてください。 
栄養指導の人数は、11 月分の状況について記入してください。 

６．その他 

 各項目について、給食・栄養管理業務を振り返り、記入してください。 

 報告書作成者 
報告書作成者の所属する部署名・職名・氏名・直通電話番号・ 
ＦＡＸ番号を記入してください。 
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第３号様式(その２)（第５条関係） 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
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☐

☐
☐ ☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

µ

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
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第３号様式（その２）（第５条関係） 

特定給食施設栄養管理状況報告書 記入要領 
（介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・児童福祉施設・社会福祉施設用）    

この報告書は、給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するために、健康増

進法第 24 条第１項の規定により報告を求めるものです。 

◎印が付いている項目は、１年間(前年 12 月から当該年 11 月まで)の内容を記入してください。 

提出期限 毎年 11 月に実施した内容についての報告を１月末日までに１部提
出してください。 

報告者    
施設設置者又は管理者（当該施設長）とします。（給食を委託して
いる場合も、委託者である当該施設の設置者又は管理者が報告して
ください。） 

提出先 郡山市保健所長 

基本情報 

給食施設の名称 給食施設の正式名称（法人名）を記入してください。 

給食施設所在地 給食施設の所在地を記入してください。 

設置者又は管理者 設置者又は管理者(当該施設長)の職名と氏名を記入してください。 

電話・FAX 番号・E-mail 施設の電話・FAX 番号・E-mail アドレスを記入してください。 

１．給食の運営 

 給食の運営 
給食の運営方式について、該当するものにチェックを入れてください。  

該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 委託先名称 委託している場合は、委託先の名称を記入してください。 

 委託内容 
委託している場合は、該当する委託内容にチェックを入れてくださ
い。該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に
記入してください。 

 給食施設に委託契約書を備えている  該当するものにチェックを入れてください。 

２．給食従事者 

 

施設側、委託先別に職種毎に人数を記入してください。 
※管理栄養士及び栄養士人数については、有資格者であり栄養管理業務に従事している者を計上します。

なお、管理栄養士である者は栄養士人数に含みません。 

※「常勤」とは、当該施設の就業規則による常勤をいいます。 

※栄養士と調理師など複数の資格を有する場合は、主たる業務で判断し、いずれかの職種に計上します。  

３．１日あたりの平均給食数と喫食時間 

 入所定数 入所定数を記入してください。 

 喫食時間  朝食・昼食・夕食の喫食時間を記入してください。 

 食数 区分毎に平均食数(朝食・昼食・夕食・合計)を記入してください。 

４．給食の概要 

 
(１)栄養管理部門の 

理念・方針・目標 
作成状況について、該当するものにチェックを入れてください。 
また、｢有｣の場合は、作成（最終改定）年月日を記入してください。 

◎ 
(２)-１給食や栄養管理 

についての会議 

該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の場合は、

１年間の開催回数を記入してください。 

 
(２)-２有の場合の 

構成員について 

給食や栄養管理についての会議を開催している場合は、その構成員
について、該当する選択肢にチェックを入れてください。選択
肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。  

◎ 
(３)栄養・食事関係の 

加算 

栄養・食事関係の加算の算定状況について、該当するものにチェッ
クを入れてください。また、｢有｣の場合で該当する選択肢がない場
合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 



32 
 

 (４)非常時危機管理対策 
該当するものにチェックを入れてください。③非常時の備蓄で｢有｣
の場合は、備蓄内容の当てはまるところを、チェックまたは記入し
てください。 

 (５)栄養・衛生関係帳簿の保菅 各項目の保管年数を記入してください。 

５-１．集団の栄養管理状況 

 (１)約束食事箋の有無 
該当するものにチェックを入れてください。｢有｣の場合は、作成(改定)

時期を記入し、見直し状況についても該当部分をチェックしてください。  

 
(２)給与栄養目標量と 

給与栄養量 

・給与栄養目標量と給与栄養量の項目については、最も提供数が 

多い食種について報告してください。 

・給与栄養量は、11 月分について記入し、充足率を計算し記入し 

てください。 

・報告する食種や評価の実施状況の項目は、該当部分をチェック 

または、記入してください。その他の選択肢をチェックした場 

合は（ ）内に記入してください。 

・料理や食品の組合せについての評価は、以下の①～④につい 

て、重複や偏りがないか、④は季節の食材を適宜組み入れてい 

るか等も評価基準として考えられ、定期的に評価していれば、 

「実施」と判断します。 

①料理の組合せ：主食、主菜、副菜等 
②料理形式：和風、洋風、中華風等 
③料理方法：生、煮る、焼く、揚げる、炒める、蒸す、和える等 
④食品（食材）  
・野菜 1 人当たりの目標量と提供量（平均値）について、1 食分 

又は 1 日分を選択した上で記入してください（目標量を定めて 

いない場合は／（斜線）を入れる）。 

・野菜は、日本食品標準成分表の野菜を指し、きのこ類、藻類、 

いも類は含みません。 

・エネルギー産生栄養バランス（％エネルギー）は、以下の式で 

計算したものを記入してください。 

たんぱく質％エネルギー＝（たんぱく質エネルギー／総エネルギー）×１００ 

脂質％エネルギー＝（脂質エネルギー／総エネルギー）×１００  

炭水化物％エネルギー＝（炭水化物エネルギー／総エネルギー）×１００  

※炭水化物％エネルギー、たんぱく質％エネルギーは、炭水化物、 

たんぱく質１ｇ当たり４kcal、脂質％エネルギーは、脂質１ｇ 

当たり９kcal として上記の計算をしてください。 

 (３)情報提供 
健康管理に役立てるための情報提供として、該当するものにチェッ
クを入れてください。その他をチェックした場合は、（ ）内に記
入してください。 

 (４)集団栄養指導 11 月の状況を記入してください。 

◎ (５)嗜好調査 該当する部分をチェックまたは記入してください。 

５-２．個別の栄養管理状況 

 

・該当するものにチェックまたは、記入をしてください。なお、この項目は、栄養マネジメ 
ント加算の算定の有無にかかわらず、実施状況を記入してください。管理栄養士・栄養士 
未配置施設で実施していない場合は、未実施にチェックを入れてください。 

・栄養指導の人数は、11 月分の状況について記入してください。 

６．その他 

 各項目について、給食・栄養管理業務を振り返り、記入してください。 

 報告書作成者 
報告書作成者の所属する部署名・職名・氏名・直通電話番号・ 
ＦＡＸ番号を記入してください。 
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第３号様式(その３)（第５条関係） 

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐
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☐

☐

☐

☐
☐

µ

☐
☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐

☐

☐ ☐
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第３号様式（その３）（第５条関係） 

特定給食施設栄養管理状況報告書 記入要領 
（保育所・幼稚園・認定こども園等用）    

この報告書は、給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するために、健康増

進法第 24 条第１項の規定により報告を求めるものです。 

◎印が付いている項目は、１年間(前年 12 月から当該年 11 月まで)の内容を記入してください。 

提出期限 毎年 11 月に実施した内容についての報告を１月末日までに１部提
出してください。 

報告者    
施設設置者又は管理者（当該施設長）とします。（給食を委託して
いる場合も、委託者である当該施設の設置者又は管理者が報告して
ください。） 

提出先 郡山市保健所長 

基本情報 

給食施設の名称 給食施設の正式名称（法人名）を記入してください。 

給食施設所在地 給食施設の所在地を記入してください。 

設置者又は管理者 設置者又は管理者(当該施設長)の職名と氏名を記入してください。 

電話・FAX 番号・E-mail 施設の電話・FAX 番号・E-mail アドレスを記入してください。 

１．給食の運営 

 給食の運営 
給食の運営方式について、該当するものにチェックを入れてください。  

該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 委託先名称 委託している場合は、委託先の名称を記入してください。 

 委託内容 
委託している場合は、該当する委託内容にチェックを入れてくださ
い。該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に
記入してください。 

 給食施設に委託契約書を備えている  該当するものにチェックを入れてください。 

２．給食従事者 

 

施設側、委託先別に職種毎に人数を記入してください。 
※管理栄養士及び栄養士人数については、有資格者であり栄養管理業務に従事している者を計上します。

なお、管理栄養士である者は栄養士人数に含みません。 

※「常勤」とは、当該施設の就業規則による常勤をいいます。 

※栄養士と調理師など複数の資格を有する場合は、主たる業務で判断し、いずれかの職種に計上します。  

３．１日あたりの平均給食数 

 食数 
区分毎に平均食数を記入してください。３歳未満児の食数は、 
離乳食を除いた食数を記入してください。 

４．給食の概要 

 (１)栄養管理部門の 
理念・方針・目標 

作成状況について、該当するものにチェックを入れてください。 
また、｢有｣の場合は、作成（最終改定）年月日を記入してください。 

◎ (２)-１給食や栄養管理 
についての会議 

該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の場合は、
１年間の開催回数を記入してください。 

 
(２)-２有の場合の 

構成員について 

給食や栄養管理についての会議を開催している場合は、その構成員
について、該当する選択肢にチェックを入れてください。選択
肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。  

 (３)喫食方法 
該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 
(４)喫食者に関する各種 

調査 
該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 (５)食物アレルギーへの 
対応 

該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 
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 (６)非常時危機管理対策 
該当するものにチェックを入れてください。③非常時の備蓄で｢有｣
の場合は、備蓄内容の当てはまるところを、チェックまたは記入し
てください。 

 (７)栄養・衛生関係帳簿の保菅 各項目の保管年数を記入してください。 

５．対象者の身体状況等の把握 

 把握内容 
該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

６．栄養管理状況 

 
(１)給与栄養目標量と 

給与栄養量 

・給与栄養目標量と給与栄養量については、３歳未満児と３歳以 
上児の区分別に報告してください。なお、３歳未満児の区分に 
は、離乳食を含みません。 

・給与量は、11 月分の給与栄養量について記入してください。 
・評価の実施状況の項目は、該当部分をチェックまたは、記入し 

てください。その他の選択肢をチェックした場合は（ ）内に 
記入してください。 

・料理や食品の組合せについての評価は、以下の①～④につい 
て、重複や偏りがないか、④は季節の食材を適宜組み入れてい 
るか等も評価基準として考えられ、定期的に評価していれば、 
「実施」と判断します。 

①料理の組合せ：主食、主菜、副菜等 
②料理形式：和風、洋風、中華風等 
③料理方法：生、煮る、焼く、揚げる、炒める、蒸す、和える等 
④食品（食材）  
・野菜使用量は(３歳以上)昼食の 1 人あたりの平均使用量を記入 

してください。 
・野菜は、日本食品標準成分表の野菜を指し、きのこ類、藻類、 

いも類は含みません。 
・エネルギー産生栄養バランス（％エネルギー）は、以下の式で 

計算したものを記入してください。 
たんぱく質％エネルギー＝（たんぱく質エネルギー／総エネルギー）×１００ 
脂質％エネルギー＝（脂質エネルギー／総エネルギー）×１００  
炭水化物％エネルギー＝（炭水化物エネルギー／総エネルギー）×１００  
※炭水化物％エネルギー、たんぱく質％エネルギーは、炭水化物、 

たんぱく質１ｇ当たり４kcal、脂質％エネルギーは、脂質１ｇ 
当たり９kcal として上記の計算をしてください。 

 
(２)肥満・やせ該当児へ 

の食事の配慮 
該当部分をチェックしてください。また、食事の配慮をしている場
合は、その取組内容について、チェックまたは記入をしてください。 

７．情報提供 

 健康管理に役立てるための情報提供として、該当するものにチェックを入れてください。その
他をチェックした場合は、（ ）内に記入してください。 

８．個別の栄養指導 

◎ 
保護者等への栄養指導を実施している場合は、チェックを入れてください。また、個別栄養指
導を実施するにあたり、行政、病院等の栄養士との連携をしている場合には、チェックを入れ
てください。 

９．食育の取組 

◎ 

・食育計画の作成状況について、該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の 
場合は、作成（最終改定）年月日を記入してください。 

・主な取組については、各区分で実施している活動について記入してください。実施してい 
ない区分については、実施なしと記入してください。 味覚教育例 ：食材やだし汁の食べ 
比べ等の味と香りの体験 

10.その他 

 各項目について、給食・栄養管理業務を振り返り、記入してください。 

 報告書作成者 
報告書作成者の所属する部署名・職名・氏名・直通電話番号・ 
ＦＡＸ番号を記入してください。 



37 
 

第３号様式(その４)（第５条関係） 

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐
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☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐µ

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 



39 
 

第３号様式（その４）（第５条関係） 

特定給食施設栄養管理状況報告書 記入要領 
（事業所・寄宿舎・その他等用）    

この報告書は、給食施設における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するために、健康増

進法第 24 条第１項の規定により報告を求めるものです。 

◎印が付いている項目は、１年間(前年 12 月から当該年 11 月まで)の内容を記入してください。 

提出期限 毎年 11 月に実施した内容についての報告を１月末日までに１部提
出してください。 

報告者    
施設設置者又は管理者（当該施設長）とします。（給食を委託して
いる場合も、委託者である当該施設の設置者又は管理者が報告して
ください。） 

提出先 郡山市保健所長 

基本情報 

給食施設の名称 給食施設の正式名称（法人名）を記入してください。 

給食施設所在地 給食施設の所在地を記入してください。 

設置者又は管理者 設置者又は管理者（当該施設長）の職名と氏名を記入してください。  

電話・FAX 番号・E-mail 施設の電話・FAX 番号・E-mail アドレスを記入してください。 

１．給食の運営 

 給食の運営 
給食の運営方式について、該当するものにチェックを入れてください。  

該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 委託先名称 委託している場合は、委託先の名称を記入してください。 

 委託内容 
委託している場合は、該当する委託内容にチェックを入れてくださ
い。該当する選択肢がない場合は、その他をチェックし、（ ）内に
記入してください。 

 給食施設に委託契約書を備えている  該当するものにチェックを入れてください。 

２．給食従事者 

 

施設側、委託先別に職種毎に人数を記入してください。 
※管理栄養士及び栄養士人数については、有資格者であり栄養管理業務に従事している者を計上します。

なお、管理栄養士である者は栄養士人数に含みません。 

※「常勤」とは、当該施設の就業規則による常勤をいいます。 

※栄養士と調理師など複数の資格を有する場合は、主たる業務で判断し、いずれかの職種に計上します。  

３．１日あたりの平均給食数と喫食率 

 食数 区分毎に平均食数(朝食・昼食・夕食・合計)を記入してください。 

 喫食率  

全従業員に対する割合（給食対象(利用)者数／全従業員数）を算出
し、記入してください。また、１日複数回（朝食・昼食・夕食・そ
の他）給食を提供している場合は、平均食数が最も多い食事の給食
対象(利用)者数で算出してください。 

４．給食の概要 

 
(１)栄養管理部門の 

理念・方針・目標 
作成状況について、該当するものにチェックを入れてください。 
また、｢有｣の場合は、作成（最終改定）年月日を記入してください。 

◎ (２)-１給食や栄養管理 
についての会議 

該当するものにチェックを入れてください。また、｢有｣の場合は、
１年間の開催回数を記入してください。 

 
(２)-２有の場合の 

構成員について 

給食や栄養管理についての会議を開催している場合は、その構成員
について、該当する選択肢にチェックを入れてください。選択肢が
ない場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。構
成員の「医師」は、事業所では産業医。その他の施設は、施設の種
類にもよるが、施設が指定する医師が構成員として参加している場
合に該当すると判断する。 
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 (３)喫食方法 
該当するものにチェックを入れてください。選択肢がない場合は、
その他をチェックしてください。 

 (４)喫食者に関する 
各種調査 

該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 (５)食物アレルギーへの 
対応 

該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

 (６)非常時危機管理対策 
該当するものにチェックを入れてください。③非常時の備蓄で｢有｣
の場合は、備蓄内容の当てはまるところを、チェックまたは記入し
てください。 

 (７)栄養・衛生関係帳簿の保菅 各項目の保管年数を記入してください。 

５．対象者の身体状況等の把握 

 把握内容 
該当するものにチェックを入れてください。該当する選択肢がない
場合は、その他をチェックし、（ ）内に記入してください。 

６．栄養管理状況 

 
(１)設定した給与栄養 

目標量 

設定した栄養目標量は、何種類か記入してください。また、栄養目
標量を設定する上で、喫食者のどのような情報を把握し、考慮して
いるのか、該当する項目にチェックを入れてください。 

 
(２)給与栄養目標量と 

給与栄養量 

・給与栄養目標量と給与栄養量の項目については、最も提供数が 
多い食種について報告してください。 

・給与栄養量は、11 月分について記入し、充足率を計算し記入し 
てください。 

・報告する食種や評価の実施状況の項目は、該当部分をチェック 
または、記入してください。その他の選択肢をチェックした場 
合は（ ）内に記入してください。 

・料理や食品の組合せについての評価は、以下の①～④につい 
て、重複や偏りがないか、④は季節の食材を適宜組み入れてい 
るか等も評価基準として考えられ、定期的に評価していれば、 
「実施」と判断します。 

①料理の組合せ：主食、主菜、副菜等 
②料理形式：和風、洋風、中華風等 
③料理方法：生、煮る、焼く、揚げる、炒める、蒸す、和える等 
④食品（食材）  
・野菜 1 人当たりの目標量と提供量（平均値）について、1 食分 

又は 1 日分を選択した上で記入してください（目標量を定めて 
いない場合は／（斜線）を入れる）。 

・野菜は、日本食品標準成分表の野菜を指し、きのこ類、藻類、 
いも類は含みません。 

・エネルギー産生栄養バランス（％エネルギー）は、以下の式で 
計算したものを記入してください。 
たんぱく質％エネルギー＝（たんぱく質エネルギー／総エネルギー）×１００ 
脂質％エネルギー＝（脂質エネルギー／総エネルギー）×１００  
炭水化物％エネルギー＝（炭水化物エネルギー／総エネルギー）×１００  
※炭水化物％エネルギー、たんぱく質％エネルギーは、炭水化物、

たんぱく質１ｇ当たり４kcal、脂質％エネルギーは、脂質１ｇ 
当たり９kcal として上記の計算をしてください。 

 (３)食事の配慮 該当するものにチェックを入れてください。 

７．情報提供 

 健康管理に役立てるための情報提供として、該当するものにチェックを入れてください。 

８．栄養指導の対象と実施内容 

◎ 集団及び個別指導について、指導の対象や実施した指導内容を記入してください。 

９．その他 

 各項目について、給食・栄養管理業務を振り返り、記入してください。 

 報告書作成者 
報告書作成者の所属する部署名・職名・氏名・直通電話番号・ 
ＦＡＸ番号を記入してください。 
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給食施設栄養管理点検票の様式区分 

給食施設栄養管理点検票[第４号様式（その１～その５）]を使用し、定期的に施設の 

栄養・衛生管理を確認しましょう。施設ごとの点検票様式は下記のとおりです。 

 

 

施設種類 該当施設 様式の区分 

学校 

公立学校、私立学校、各種学校 第４号様式（その１）ｐ42 

公立幼稚園、私立幼稚園、 

幼稚園型認定こども園 
第４号様式（その４）ｐ51 

病院 病院 第 4 号様式（その２）ｐ45 

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

第 4 号様式（その３）ｐ48 

介護医療院 介護医療院 

老人福祉施設 

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、老人短期入所施設、老人介護支援

センター、老人福祉センター、軽費老人ホ

ーム、養護老人ホーム 

社会福祉施設 

救護施設、更生施設、医療保護施設、授産

施設、宿所提供施設、身体障害者福祉セン

ター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、

視聴覚障害者情報提供施設、障害者支援施

設、婦人保護施設等 

児童福祉施設 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児

童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施

設、児童発達支援センター、児童心理治療

施設、児童自立支援施設、児童家庭支援セ

ンター 

第４号様式（その３）ｐ48 

※状況によっては第３号様式

(その４)の様式使用可。 

認可保育所、幼保連携型認定こども園、保

育所型認定こども園、地方裁量型認定こど

も園 

第４号様式（その４）ｐ51 

事業所 事業所 

第４号様式（その５）ｐ54 

寄宿舎 学生又は労働者の寄宿施設 

矯正施設 
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、 

少年鑑別所 

自衛隊 自衛隊 

一般給食センター 
特定した施設（複数の場合も含む。）に対し

て継続的に食事を供給している施設 

その他 

(上記に含まれ 
 ない施設） 

警察学校、有料老人ホーム等 第４号様式（その５）ｐ54 

認可外保育所等 第４号様式（その４）ｐ51 

診療所 第４号様式（その２）ｐ45 
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第４号様式(その１)（第６条関係） 
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第４号様式(その１)（第６条関係） 
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第４号様式(その１)（第６条関係） 
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第４号様式(その２)（第６条関係） 
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第４号様式(その２)（第６条関係） 
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第４号様式(その２)（第６条関係） 
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第４号様式(その３)（第６条関係） 
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第４号様式(その３)（第６条関係） 
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第４号様式(その３)（第６条関係） 
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第４号様式(その４)（第６条関係） 
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第４号様式(その４)（第６条関係） 
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第４号様式(その４)（第６条関係） 
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第４号様式(その５)（第６条関係） 
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第４号様式(その５)（第６条関係） 
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第４号様式(その５)（第６条関係） 
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第５号様式（第８条関係） 
 

 

給食施設栄養管理指導票 

 

                  

                 様 

 

年 月 日に健康増進法第 18 条第 1 項第２号及び第 22 条の規定に基づき、 

調査指導を行った結果は、次のとおりです。 
 

 区 分 指 導 事 項 

1 栄養管理運営  

２ 対象者の状況把握  

３ 栄養・食事管理  

４ 栄養教育  

５ 食材料・器具等の管理  

６ 品質管理・生産管理  

７ 委託契約・労務管理  

８ 食環境・危機管理  

そ

の

他 

  

 

          保健所         栄養指導員          
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第６号様式（第９条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

 

特定給食施設改善勧告書 

 

 

 

         設置者    住  所 

 

          氏  名 

 

 

            （法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

施 設 の 名 称        

施設の所在地  

 

 

 

あなたが設置する上記の施設は、健康増進法第 23 条第１項の規定に該当するので、 

 

（該当項目に○）                                               

 １ 管理栄養士を配置するよう 

 

  ２  適切な栄養管理を行うよう                                  

 

勧告します。 

 勧告します。 

 

 

 

                               郡山市保健所長         印 
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第７号様式（第９条関係） 

                                                          第       号 

年  月  日 

 

 

 

特定給食施設改善命令書 

 

 

 

         設置者    住  所 

 

          氏  名 

 

 

            （法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

施 設 の 名 称        

施設の所在地  

 

 

 

あなたが設置する上記の施設は、健康増進法第 23 条第２項の規定に該当するので、 

 

                              （該当項目に○） 

 

 １ 管理栄養士を配置するよう 

 

  ２  適切な栄養管理を行うよう 

 

 

 命令します。 

 

 

 

                               郡山市保健所長         印 
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関係法令等 

 

健康増進法（平成 14 年８月２日法律第 103 号） 

 

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

第１８条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 １ 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な 

知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

 ２ 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施につい 

て必要な指導及び助言を行うこと。 

 ３ 前２号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整

を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力そ

の他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

 

（栄養指導員） 

第１９条 都道府県知事は、前条第１項に規定する業務（同項第１号及び第３号に掲げる業務

については、栄養指導に係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有

する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるもの

とする。 

 

（特定給食施設の届出） 

第 20 条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養

管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は、そ

の事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定

める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更が生じたとき

は、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その

事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

 

（特定給食施設における栄養管理） 

第 21 条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めると

ころにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 

３ 特定給食施設の設置者は、前２項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従っ

て、適切な栄養管理を行わなければならない。 

 

（指導及び助言） 

第 22 条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第１項又は第３項の規定によ

る栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必

要な指導及び助言をすることができる。 

 



61 
 

（勧告及び命令） 

第 23 条 都道府県知事は、第 21 条第１項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは

同条第３項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養

管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理

栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がな

くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該給食施設の設置者に対し、その勧告に

係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（立入検査等） 

第 24 条 都道府県知事は、第 21 条第１項又は第３項の規定による栄養管理の実施を確保す

るため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務

に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立ち入り検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

罰則 

第 72 条 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。 

 １ 第 23 条第２項の規定に基づく命令に違反した者 

第 74 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 

 １ 第 24 条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 

附則 

（栄養改善法の廃止） 

第２条 栄養改善法（昭和 27 年法律第 248 号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日（以下

「施行日」という。）から三月を経過する日までの間は、第 20 条第１項の届出をしないで、引

き続きその事業を行うことができる。 

第４条 施行日前にした附則第２条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認

その他の処分又は申請その他の手続きは、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法

律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続きとみなす。 

（政令への委任） 

第６条 前３条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 
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健康増進法施行令（平成 14 年 12 月４日政令第 361 号） 

（法附則第６条の政令で定める経過措置） 

第１条 この政令は、法の施行の日（平成 15 年５月１日）から施行する。 

（栄養改善法施行令の廃止） 

第２条 栄養改善法施行令（昭和 59 年政令第 138 号）は、廃止する。 

第３条 法附則第３条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第 20

条第１項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区

にあっては、市長又は区長）に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。 

 

健康増進法施行規則（平成 15 年４月 30 日省令第 86 号） 

（特定給食施設） 

第５条 法第 20 条第１項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に１回 100 食以上又は 

１日 250 食以上の食事を供給する施設とする。 

（特定給食施設の届出事項） 

第６条 法第 20 条第１項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

 １ 給食施設の名称及び所在地 

 ２ 給食施設の設置者の氏名及び住所（法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる 

事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 ３ 給食施設の種類 

 ４ 給食の開始日又は開始予定日 

 ５ １日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

 ６ 管理栄養士及び栄養士の員数 

（特別の栄養管理が必要な給食施設の指定） 

第７条 法第 21 条第１項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 

 １ 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に１回 

300 食以上又は１日 750 食以上の食事を供給するもの 

 ２ 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定 

給食施設であって、継続的に１回 500 食以上又は１日 1500 食以上の食事を供給する 

もの 

（特定給食施設における栄養士等） 

第８条 法第 21 条第２項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなら

ない特定給食施設のうち、１回 300 食又は１日 750 食以上の食事を供給するものの設置者

は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも１人は管理栄養士であるように努めなけれ

ばならない。 

（栄養管理の基準） 

第９条 法第 21 条第３項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

 １ 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身体の 

状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、これら 

に基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うととも 

に、これらの評価を行うよう努めること。 

 ２ 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して

作成するよう努めること。 

 ３ 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、 

利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 
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 ４ 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

 ５ 衛生の管理については、食品衛生法（昭和 22 年法律第 223 号）その他関係法令の定め 

るところによること。 

（栄養指導員の身分を証す証票） 

第 10 条 法第 24 条第２項の規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第２号に 

よる。 

 

郡山市健康増進法施行細則（平成 15 年６月 17 日郡山市規則第 52 号） 

（趣旨） 

第１条 健康増進法（平成 14 年法律第 103 号。以下｢法｣という。）の施行については、健康

増進法施行規則（平成 15 年厚生労働省令第 86 号）に定めるもののほか、この細則に定め

るところによる。 

（特定給食施設の設置の届出） 

第７条 法第 20 条第１項の規定による届け出は、特定給食施設設置届出書（第１号様式）に

より行うものとする。 

（届出事項の変更等の届出） 

第８条 法第 20 条第２項の規定による変更の届け出は、特定給食施設届出事項変更届出書（第

２号様式）により行うものとする。 

２ 法第 20 条第２項の規定による事業の休止又は廃止の届け出は、特定給食施設休止（廃止）

届出書（第３号様式）により行うものとする。 

附 則 

 この細則は、公布の日から施行する。 
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関係通知 

・特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について（令和２年 3 月 31 日健健発

0331 第２号 
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